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 （1）路外駐車場に関する届出制度 

路外駐車場とは、道路の路面外に設置される自動車の駐車のための施設であって、一般公共の用に供される

ものを言います。一般公共の用とは、不特定多数の人が利用できる駐車場（月極、従業員専用など利用者が限

定される駐車場を除く。）が該当します。 

路外駐車場を設置・運営する場合には、各法令などにより「守らなければならないルール」が定められてお

り、路外駐車場を設置・運営する方は、各法令の定めに沿って適切な措置を講ずる必要があります。 

 

松本市では、駐車場配置の適正化に向けて、路外駐車場に関する３つの届出制度を運用しています。また、

駐車場を設置・運営する場合に必要となる手続の判定フローは以下のとおりです。 
 

立地適正化計画関連の届出制度 松本市駐車場配置適正化条例に基づく届出制度 

その他路外駐車場に関する届出制度 
駐車場法に基づく届出制度 

バリアフリー法に基づく届出制度 

 

● 駐車場を設置・運営する場合に必要となる手続の判定フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


